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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスの近接センサにおいて、表面で反射された信号のピーク強度を検出す
るステップと、
　前記モバイルデバイスが、前記信号のピーク強度を識別するステップと、
　前記ピーク強度に少なくとも部分的に基づいて、前記モバイルデバイスが、複数の参照
曲線から第1の参照曲線を選択するステップと、
　前記モバイルデバイスが、前記第1の参照曲線への識別されたピーク強度の適用に少な
くとも部分的に基づいて、前記近接センサから前記表面までの距離にわたる強度の第1の
関数を近似するステップであって、前記第1の参照曲線が距離にわたる強度の第2の関数を
含むとともに、前記第1の関数が前記表面についての新たな参照曲線を含むステップとを
含む方法。
【請求項２】
　前記ピーク強度を検出する前記ステップが、前記近接センサに対する前記表面の物理的
接触の検出に応答して前記ピーク強度を検出するステップをさらに含む、請求項1に記載
の方法。
【請求項３】
　前記ピーク強度を検出する前記ステップが、ユーザインターフェースにおける選択の検
出に応答して前記ピーク強度を検出するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
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　前記第1の参照曲線が、前記表面から反射および受信されたエネルギーの強度と、前記
近接センサから前記表面までの前記距離との間の関係を定義する、請求項1に記載の方法
。
【請求項５】
　前記ピーク強度が、前記表面からの特定の距離において起こり、前記特定の距離が、前
記表面の色に実質的に依存しない、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記モバイルデバイスが、前記新たな参照曲線に少なくとも部分的に基づいて、前記表
面までの前記距離を続いて測定するステップと、
　前記モバイルデバイスが、前記測定された距離に少なくとも部分的に基づいて、ディス
プレイの背面照明をアクティブ化または非アクティブ化するステップとをさらに含む、請
求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記表面がユーザの頭の一部分を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記モバイルデバイスが、前記表面までの前記距離が変えられる間に前記ピーク強度を
測定するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　表面で反射された信号のピーク強度を検出するための近接センサと、
　　前記信号のピーク強度を識別し、
　　前記ピーク強度に少なくとも部分的に基づいて、モバイルデバイスが、複数の参照曲
線から第1の参照曲線を選択し、
　　前記第1の参照曲線への識別されたピーク強度の適用に少なくとも部分的に基づいて
、前記近接センサから前記表面までの距離にわたる強度の第1の関数を近似する
　ためのプロセッサであって、前記第1の参照曲線が距離の強度にわたる第2の関数を含む
とともに、前記第1の関数が前記表面についての新たな参照曲線を含む、プロセッサとを
備えるモバイルデバイス。
【請求項１０】
　前記第1の参照曲線が、前記表面から反射および受信されたエネルギーの強度と、前記
近接センサから前記表面までの前記距離との間の関係を定義する、請求項9に記載のモバ
イルデバイス。
【請求項１１】
　前記ピーク強度が、前記表面からの特定の距離において起こり、前記特定の距離が、前
記表面の反射率に実質的に依存しない、請求項9に記載のモバイルデバイス。
【請求項１２】
　前記表面に向かってエネルギーを発するためのエミッタと、
　前記表面から反射された前記エネルギーの少なくとも一部分を検出するための検出器と
、
　前記表面から反射および受信された前記エネルギーの検出された前記一部分に少なくと
も部分的に基づいて、前記ピーク強度を生じるためのアナログデジタル変換器(ADC)とを
さらに備える、請求項9に記載のモバイルデバイス。
【請求項１３】
　前記ピーク強度が起こる距離が、前記エミッタと光検出器との間の間隔に少なくとも部
分的に基づく、請求項12に記載のモバイルデバイス。
【請求項１４】
　ディスプレイと、
　前記距離に少なくとも部分的に基づいて、前記ディスプレイの背面照明をアクティブ化
または非アクティブ化するための電子回路とをさらに備える、請求項9に記載のモバイル
デバイス。
【請求項１５】
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　前記表面がユーザの頭の一部分を含む、請求項9に記載のモバイルデバイス。
【請求項１６】
　近接センサにおいて、表面で反射された信号のピーク強度を検出するための手段と、
　前記信号のピーク強度を識別する手段と、
　前記ピーク強度に少なくとも部分的に基づいて、複数の参照曲線から第1の参照曲線を
選択するための手段と、
　前記第1の参照曲線への識別された検出されたピーク強度の適用に少なくとも部分的に
基づいて、前記近接センサから前記表面までの距離にわたる強度の第1の関数を近似する
ための手段であって、前記第1の参照曲線が距離にわたる強度の第2の関数を含むとともに
、前記第1の関数が前記表面についての新たな参照曲線を含む、手段とを備えるモバイル
デバイス。
【請求項１７】
　前記ピーク強度を検出するための前記手段が、前記近接センサに対する前記表面の物理
的接触の検出に応答して前記ピーク強度を検出するための手段をさらに備える、請求項16
に記載のモバイルデバイス。
【請求項１８】
　前記ピーク強度を検出するための前記手段が、ユーザインターフェースにおける選択の
検出に応答して前記ピーク強度を検出するための手段をさらに備える、請求項16に記載の
モバイルデバイス。
【請求項１９】
　前記第1の参照曲線が、前記表面から反射および受信されたエネルギーの強度と、前記
近接センサから前記表面までの前記距離との間の関係を定義する、請求項16に記載のモバ
イルデバイス。
【請求項２０】
　前記ピーク強度が、前記表面からの特定の距離において起こり、前記特定の距離が、前
記表面の色に実質的に依存しない、請求項16に記載のモバイルデバイス。
【請求項２１】
　前記新たな参照曲線に少なくとも部分的に基づいて、前記表面までの前記距離を続いて
測定するための手段と、
　前記測定された距離に少なくとも部分的に基づいて、ディスプレイの背面照明をアクテ
ィブ化または非アクティブ化するための手段とをさらに備える、請求項16に記載のモバイ
ルデバイス。
【請求項２２】
　前記表面がユーザの頭の一部分を含む、請求項16に記載のモバイルデバイス。
【請求項２３】
　前記表面までの前記距離が変えられる間に前記ピーク強度を測定するための手段をさら
に備える、請求項16に記載のモバイルデバイス。
【請求項２４】
　非一時的記憶媒体に記憶された機械可読命令を備える非一時的機械可読記憶媒体であっ
て、前記機械可読命令が、モバイルデバイスによって実行されたことに応答して、前記モ
バイルデバイスが、
　表面で反射され、近接センサにおいて受信された信号のピーク強度を検出し、
　前記信号のピーク強度を識別し、
　前記ピーク強度に少なくとも部分的に基づいて、複数の参照曲線から第1の参照曲線を
選択し、
　前記第1の参照曲線への識別された検出されたピーク強度の適用に少なくとも部分的に
基づいて、前記近接センサから前記表面までの距離にわたる強度の第1の関数を近似する
ことを可能にするように適合され、前記第1の参照曲線が距離にわたる強度の第2の関数を
含むとともに、前記第1の関数が前記表面についての新たな参照曲線を含む、非一時的機
械可読記憶媒体。
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【請求項２５】
　前記ピーク強度の検出が、前記近接センサに対する前記表面の物理的接触の検出に応答
して前記ピーク強度を検出することをさらに含む、請求項24に記載の非一時的機械可読記
憶媒体。
【請求項２６】
　前記第1の参照曲線が、前記表面からの距離の関数としての、前記表面から反射および
受信されたエネルギーの強度を含む、請求項24に記載の非一時的機械可読記憶媒体。
【請求項２７】
　前記ピーク強度が、前記表面からの特定の距離において起こり、前記特定の距離が、前
記表面の色に実質的に依存しない、請求項24に記載の非一時的機械可読記憶媒体。
【請求項２８】
前記モバイルデバイスが、
　前記表面に向かってエネルギーを発するためのエミッタと、
　前記表面から反射された前記エネルギーの少なくとも一部分を検出するための検出器と
、
　前記表面から反射された前記エネルギーの検出された前記一部分に少なくとも部分的に
基づいて、前記ピーク強度を生じるためのアナログデジタル変換器(ADC)とをさらに備え
る、請求項24に記載の非一時的機械可読記憶媒体。
【請求項２９】
　前記ピーク強度が起こる距離が、前記エミッタと光検出器との間の間隔に少なくとも部
分的に基づく、請求項28に記載の非一時的機械可読記憶媒体。
【請求項３０】
前記モバイルデバイスが、
　ディスプレイと、
　前記距離に少なくとも部分的に基づいて、前記ディスプレイの背面照明をアクティブ化
または非アクティブ化するための電子回路とをさらに備える、請求項24に記載の非一時的
機械可読記憶媒体。
【請求項３１】
　前記表面がユーザの頭の一部分を含む、請求項24に記載の非一時的機械可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で開示する主題は、表面からの距離を測定するための近接センサに関し、より
詳細には、近接センサを、様々な反射面に合わせて調整するように較正することに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　スマートセル電話または携帯情報端末(PDA)などのモバイルデバイスは、特にデジタル
カメラ、衛星測位システム(SPS)機能、コンパス、およびインターネットにワイヤレスに
接続する能力を含む、様々な特徴を含むことができる。しばしば、モバイルデバイスは、
ユーザによって見やすいように背面照明されるキーパッドおよび/またはディスプレイを
含む。残念ながら、背面照明は、比較的大量のバッテリ電力を使う場合があるものの、バ
ッテリ電力は、バッテリが再充電されるまでに制限され得る。したがって、背面照明は、
特定の期間の後、または通話中もしくはモバイルデバイスを使って写真を撮っている間な
ど、モバイルデバイスがユーザの頭の近くに置かれている場合、電源オフされる場合があ
る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　非限定的かつ非網羅的な特徴について、以下の図を参照しながら説明する。様々な図を
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通じて同じ参照番号は同じ部分を指す。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】一実装形態による、表面までの距離の関数としての相対反射強度を示すプロット
である。
【図２】一実装形態による、モバイルデバイスを示す透視図である。
【図３】一実装形態による、表面までの距離を測定するモバイルデバイスのブロック図で
ある。
【図４】一実装形態による、表面までの距離の関数としての相対反射強度を示すプロット
である。
【図５】一実装形態による、ユーザに相対したモバイルデバイスの様々な位置を表す画像
である。
【図６】別の実装形態による、ユーザに相対したモバイルデバイスの様々な位置を表す画
像である。
【図７】一実装形態による、参照曲線を生成するためのプロセスの流れ図である。
【図８】別の実装形態による、参照曲線を生成するためのプロセスの流れ図である。
【図９】さらに別の実装形態による、参照曲線を生成するためのプロセスの流れ図である
。
【図１０】一実装形態による、参照曲線のピーク値を判断するためのプロセスの流れ図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　一実装形態では、センサにおいて実施される方法は、表面で反射された信号のピーク強
度を検出するステップと、参照曲線への検出ピーク強度の適用に少なくとも部分的に基づ
いて、センサから表面までのレンジの関数を近似するステップとを含み得る。別の実装形
態では、装置は、表面で反射された信号のピーク強度を検出するためのセンサと、参照曲
線へのピーク強度の適用に少なくとも部分的に基づいて、センサから表面までのレンジの
関数を近似するためのプロセッサとを備え得る。さらに別の実装形態では、装置は、セン
サにおいて、表面で反射された信号のピーク強度を検出するための手段と、参照曲線への
検出ピーク強度の適用に少なくとも部分的に基づいて、センサから表面までのレンジの関
数を近似するための手段とを備え得る。さらに別の実装形態では、記憶媒体を備える物品
が、記憶媒体に記憶された機械可読命令を備えてよく、機械可読命令は、特殊目的コンピ
ューティングデバイスによって実行されたことに応答して、特殊目的コンピューティング
デバイスが、表面で反射され、センサにおいて受信された信号のピーク強度を検出するこ
と、および参照曲線への検出ピーク強度の適用に少なくとも部分的に基づいて、センサか
ら表面までのレンジの関数を近似することを可能にするように適合される。ただし、これ
らは、例示の目的で挙げられる例示的な実装形態にすぎず、特許請求する主題はこれらの
点について限定されないことを理解されたい。
【０００６】
　本明細書全体にわたる「一例(one example)」、「1つの特徴(one feature)」、「例(an
 example)」または「1つの特徴(one feature)」という言及は、特徴または例に関連して
説明する特定の特徴、構造、または特性が、請求する主題の少なくとも1つの特徴または
例に含まれることを意味する。したがって、本明細書全体にわたる様々な箇所において「
一例では」、「例」、「1つの特徴では」または「特徴」という句が記載されている場合
、必ずしもすべてが同じ特徴または例を指すわけではない。さらに、特定の特徴、構造ま
たは特性が、1つもしくは複数の例または特徴の中に組み合わされ得る。
【０００７】
　一実装形態では、たとえばセル電話、PDA、カメラ、またはそれらのどの組合せも含み
得るモバイルデバイス(MD)は、MDから反射面までの距離を判定するための近接センサを含
み得る。具体的には、そのような反射面は、MDのユーザの顔または頭の一部分を含み得る
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。したがって、MDは、ユーザの顔または頭の一部分にMDが比較的接近しているか、それと
も比較的離れているか判断することができる。MDは、後で詳しく説明するように、反射強
度参照曲線に少なくとも部分的に基づいて、反射面までの距離またはレンジを測定するた
めの近接センサを組み込むことができる。これ以降、「反射強度参照曲線」は、「参照曲
線」と略記する。
【０００８】
　特定の実装形態では、MDは、たとえば、ユーザの皮膚の色の反射面など、反射面の様々
な陰影または色をなくすように、反射面までのレンジの関数を近似するための技法を実施
することができる。反射面までのレンジの関数の近似は、表面で反射された信号の検出ピ
ーク強度に少なくとも部分的に基づき得る。そのような信号のピーク強度は、たとえば、
センサに対する表面の物理的接触の検出に応答して起こり得る。反射面の色をなくすよう
に、反射面までのレンジの関数を推定または近似できることにより、たとえば、センサと
反射面との間の距離の測定の正確さが向上する機会が与えられ得る。
【０００９】
　一実装形態では、MDとユーザの顔または頭の一部分との間の距離の判定は、いくつかの
適用例にとって有用であり得る。たとえば、MDのバッテリ電力は、通話中など、ユーザに
MDが見えていない間、またはユーザが写真を撮り、もしくはビデオを録画している間、MD
のディスプレイおよび/またはキーパッドの背面照明など、ユーザインターフェースの構
成要素を非アクティブ化または電源オフすることによって節約することができる。具体例
として、MDは、反射面(たとえば、ユーザの頭の任意の部分)からMDが5.0センチメートル
以内であるときに背面照明を非アクティブ化または電源オフするための電子回路を含み得
る。ただし、これは、記載する技法を使って取得される測定距離の適用の例にすぎず、請
求する主題は、そのように限定されない。
【００１０】
　一実装形態では、近接センサは、アクティブセンサを形成するためのエミッタおよび受
信機を含み得る。特定の例では、近接センサは、赤外線(IR)発光ダイオード(LED)やIRレ
ーザダイオードなどのエミッタと、IR検出器、IRセンサ、および/またはフォトダイオー
ドなどの受信機とを含み得るが、請求する主題は、これらの特定の例にそのように限定さ
れない。検出器は、IR電力または反射面から反射された強度の少なくとも一部分を測定す
ることができる。反射面までの距離を測定するために、測定IR電力または強度を表す電子
信号は、後でさらに詳しく説明するように、参照曲線に従って距離を表すように変換する
ことができる。そのような参照曲線は、特定のMDに関連付けることができ、特定の反射面
についての特定のMDの特定の関数を近似するのに使うことができる。参照曲線は、表面か
ら反射および受信されたエネルギーの強度と、センサから表面までのレンジとの間の関係
を定義し得る。
【００１１】
　参照曲線は、特定の反射面に相対した、検出器またはセンサの挙動を表し得る。たとえ
ば、距離が比較的大きいと、測定IR電力は比較的少量になり、距離が比較的小さいと、測
定IR電力は比較的大量になり得る。残念ながら、参照曲線に基づく距離測定の正確さは、
少なくとも部分的に、反射率など、反射面の物理的プロパティに依存し得る。色、陰影、
およびテクスチャは、表面の反射率に寄与し得る表面特徴のいくつかの例である。表面の
反射率は、反射光の強度と、入射光の強度の比または割合として定義される。
【００１２】
　図1は、一実装形態による、反射信号の受信電力と、反射面までのレンジとの間の関係
を表し得るプロット120および130を含む。プロット120および130は、たとえば、受信され
た反射電力と、それに対する、MDと特定の反射率を有する表面との間の距離の関数を近似
するのに使うことができる。反射側信号から受信された電力と、反射面までのレンジとの
間のそのような関係は、たとえば、数学的プロット、ルックアップテーブル、1つもしく
は複数の算術表現、またはそれらのどの組合せとしても表すことができる。一実装形態で
は、反射信号は、たとえば、光検出器において衝突する表面から反射された光に応答して
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、光検出器によって生じられ得る。プロット120は、ピーク値110を含む特定の形状を有し
得る。たとえば、レンジ150よりも大きいプロット120の一部分は、レンジの逆二乗に比例
して減少する関数のパターンを表し得る。ただし、プロット120の他の部分は、特定のパ
ターンを表す必要はない。プロット120のこの部分は、たとえば、表面で反射された信号
の受信電力に対する赤外線センサの応答を表し得る。一方、レンジ150よりも小さいプロ
ット120の一部分は、レンジが増大すると比較的小さい規模からピーク値110まで増大する
特定の関数を表し得る。プロット120のこの部分は、ピーク値110よりも小さい、反射面ま
でのレンジを測定する赤外線センサの応答を表し得る。この特定の応答は、少なくとも部
分的に、表面に向かってIR信号を発するIRエミッタと、戻り反射IR信号を測定するIRセン
サとの間の距離に依存し得る。
【００１３】
　プロット130のピーク値は、プロット120のものよりも小さいが、プロット130は、プロ
ット120について上述したのと同様の形状または特徴を有し得る。たとえば、レンジ150を
超えるレンジに渡るプロット130の部分は、レンジの逆二乗に比例して減少する関数を表
し得る。一方、レンジ150を下回るプロット130の部分は、レンジが増大すると比較的小さ
い規模からピーク155まで増大する特定の関数を表し得る。プロット130のこの部分は、レ
ンジ150よりも小さいレンジにある反射面に対する赤外線センサの応答を表し得る。たと
えば、プロット120は、比較的高い反射率を有する表面から反射されるIR信号の受信電力
を表すことができ、プロット130は、比較的低い反射率を有する表面から反射されるIR信
号の受信電力を表すことができる。反射面の異なる色は、たとえば、異なる反射率につな
がり得る。
【００１４】
　図1に示すように、ピーク値は、両方のプロット120および130に関して、レンジ150の辺
りで起こる。ピーク値は、反射面から特定のレンジにおいて起こってよく、特定のレンジ
は、反射面の色に実質的に依存しなくてよい。特定の例では、レンジ150は、約5.0～約7.
0mmの値を含み得るが、請求する主題は、そのように限定されない。特定の一実装形態で
は、そのようなピークが起こるレンジは、少なくとも部分的に、近接センサの検出器とエ
ミッタとの間の間隔に基づいて判定することができる。したがって、そのようなピークが
起こるレンジは、IRエミッタとIRセンサとの間の間隔が変わらない場合、異なる反射率の
表面についてほぼ同じであり得る。
【００１５】
　上で指摘したように、プロット120および130は、相互に異なるピーク値を有し得る。そ
のようなピーク値差は、プロット120および130に関連付けられた反射面の異なる反射率の
結果であり得る。
【００１６】
　特定の実装形態では、特定のMDに関連付けられた参照曲線は、受信された反射電力と、
それに対する、特定のMDと特定の反射率を有する表面との間の距離の特定の関数を近似す
ることができる。特定の参照曲線が、特定の反射率を有する表面に相対したセンサの挙動
を表し得るが、特定の参照曲線は、別の反射面を正確に表すには不十分である。言い換え
ると、反射面までの距離を判定するプロセスにおいて特定の参照曲線を使うことは、表面
が第1の値範囲内の反射率を有する場合は許容でき得る。同じ特定の参照曲線を使って、
他の反射率を有する反射面からの距離を測定することは、不正確な距離測定につながり得
る。たとえば、MDのユーザの皮膚の色または陰影に関して、特定の参照曲線は、比較的明
るい皮膚のケースでは有用な場合があるが、比較的暗い皮膚をもつユーザに対して同じ特
定の参照曲線を使うことは、不正確な距離測定につながり得る。したがって、上述したよ
うに、特定の参照曲線を使うことの、起こり得る短所に対処するために、MDは、反射面に
対する赤外線センサからの信号のピーク強度値の検出に少なくとも部分的に基づいて、反
射面についての新たな参照曲線または関数を推定することが可能であってよい。
【００１７】
　図2は、一実装形態による、モバイルデバイス210を示す概略図である。MD210は、以下
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でより詳細に説明するように、1つまたは複数のアプリケーションに対応する近接センサ2
40および/または特殊目的プロセッサを含むことができる。MD210は、たとえばタッチスク
リーンを含み得る、キーパッド225またはディスプレイ220などの1つまたは複数のユーザ
インターフェースを含み得る。近接センサ240は、エミッタ243および検出器246を含み得
る。もちろん、モバイルデバイスのそのような詳細は例にすぎず、請求する主題がそのよ
うに限定されることはない。
【００１８】
　図3は、一実装形態による、反射面340までの距離を測定することが可能なモバイルデバ
イス300を示す概略図である。MD300は、IRエミッタ320、IR検出器330、アナログデジタル
変換器(ADC)335、プロセッサ310、および/またはメモリ315を備え得る。IRエミッタ320は
、特定の強度を有するIR信号325を発し得る。IR信号325の少なくとも一部分は、表面340
によって反射され得る。そのような反射は、図3において反射信号328によって表される。
反射信号328の一部分は、IR検出器330によって収集または受信することができ、検出器33
0は、受信された反射信号328の強度に比例した規模を有する電子信号を生成することによ
って応答することができる。特定の実装形態では、ADC335は、そのような電子信号を受信
して、アナログ電子信号を、プロセッサ310に与えられるデジタル信号に変換することが
できる。一実装形態では、プロセッサ310は、測定された反射信号328の強度を、発生され
たIR信号325の特定の強度と比較してよい。メモリ315は、特に、1つもしくは複数の参照
曲線、距離情報、および/またはADC信号情報を記憶するのに使うことができる。
【００１９】
　表面340の反射率がわかっている場合、表面までの距離は、既知の反射率に対応する既
知の参照曲線を使うことによって測定することができる。ただし、表面340の反射率がわ
からない場合、新たな参照曲線が判断され、表面340までの距離を測定するのに使われて
よい。新たな参照曲線は、既知の参照曲線から判断することができ、新たな参照曲線の判
断は、表面340から反射され検出器において受信された信号の電力を測定する赤外線セン
サの信号のピーク値を測定することを含み得る。新たな参照曲線は、測定されたピーク値
と、既知の参照曲線のピーク値との間の比例定数を判断することによって、測定されたピ
ーク値に少なくとも部分的に基づいて判断することができる。新たな参照曲線は、たとえ
ば、既知の参照曲線の値をそのような比例定数でスケーリングすることによって判断する
ことができる。一実装形態では、表面340から反射される信号の電力または強度を測定す
る赤外線センサの信号のピーク値を検出することは、表面340までのレンジが変えられる
間、信号の電力または強度を複数回サンプリングすることを伴い得る。ピーク値を使って
、表面340の反射率を表す新たな参照曲線を判断した後、表面340までの距離は、新たな参
照曲線を使って判断することができる。もちろん、距離判断のそのような詳細は例にすぎ
ず、請求する主題はそのように限定されない。
【００２０】
　図4は、一実装形態による、表面までのレンジの関数としての相対強度のプロット400を
含む。参照曲線420は、MDの製造中の較正プロセスの間に生成または測定され得る。参照
曲線420は、「基線」反射面の特定の反射率を使って生成され得る。後で、MDが、基線反
射面のものとは異なる反射率を有する表面からの距離を測定するべきである場合、新たな
参照曲線425が判断され得る。そのような新たな参照曲線は、ピーク値423を使って判断さ
れ得る。ピーク値423は、後で説明するいくつかの技法のうちのどれによっても(たとえば
、プロセス700または800を使って)測定することができる。参照曲線420は、メモリ315(図
3)に記憶することができる。特定の実装形態では、参照曲線420のものよりも小さいピー
ク規模を有し得る別の参照曲線430も、メモリ315に記憶することができる。新たな参照曲
線をそのピーク値から生成または推定するためのプロセスについて、後で説明する。
【００２１】
　上記で説明したように、新たな参照曲線は、既知の参照曲線の値を比例定数でスケーリ
ングすることによって、既知の参照曲線を使って判断することができる。そのような比例
定数は、既知の参照曲線のピーク値と、(判断されるべき)新たな参照曲線の測定ピーク値
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の比を含み得る。したがって、たとえば、ピーク値423とピーク値410の比が判断されると
、参照曲線420を使って新たな参照曲線425を判断することができ、曲線425は記憶されて
よい。ピーク値423が起こるレンジは、図4に示すレンジ450であるこのレンジが、記憶さ
れた参照曲線420のピーク値410に対応すると推論され得るが、既知である必要はない。一
実装形態では、別の記憶された参照曲線430が、記憶された参照曲線420の代わりに、新た
な参照曲線425を判断するのに使われてよい。1つまたは別の記憶された参照曲線の選択は
、どの特定の記憶された参照曲線が、測定されたピーク値(たとえば、ピーク値423)に最
も厳密に一致するピーク値(たとえば、ピーク値410または433)を有するかに少なくとも部
分的に基づき得る。測定されたピーク値に最も厳密に一致するピーク値を有する参照曲線
の選択により、新たな参照曲線の正確さを向上させることが可能になり得る。もちろん、
参照曲線のそのような詳細およびプロパティは例にすぎず、請求する主題はそのように限
定されない。
【００２２】
　図5は、一実装形態による、ユーザに相対したモバイルデバイス520の様々な位置を表す
画像である。MD520の位置が、反射面に対して比較的離れた距離(たとえば、数センチメー
トルよりも大きい)から比較的近い距離(たとえば、数ミリメートル程度)まで移されると
き、MD520は、たとえば、反射強度を繰返し測定することによって、図4に示すピーク値42
3など、受信された反射IR光のピーク強度を判断することができる。一実装形態では、MD
は、ユーザの顔または頭に対して比較的離れた距離から比較的近い距離まで動かしてよい
。そのようなMDの動きは、たとえば、ユーザが通話に答えるため、または通話を行うため
にセル電話を取り上げるときに起こり得る。説明のために、MD520は、たとえばテーブル
上面、ポケット、パックまたはハンドバッグなどの場所を含み得る位置530に置かれ得る
。位置530は、ユーザ500の頭または顔から比較的離れてあってよい。ユーザがMD520を持
ち上げたとき、MD520の位置は、位置530から、たとえばユーザの耳の数ミリメートル以内
に位置し得る比較的近い位置536に移り得る。そのような位置遷移の間、MD520は、暫定位
置533に置かれ得る。また、そのような位置遷移の間、MD520は、複数の測定を実施して、
IR検出器によって受信された反射信号の強度のピークを判断することができる。特定の暫
定位置533において、IR検出器によって受信された反射信号のそのような強度ピークが起
こり得る。IR検出器によって受信された反射信号のそのような強度ピークが起こる、ユー
ザ500からの距離は、事前にはわからない。ただし、反射強度のピークの値は、新たな参
照曲線を導出するのに使うことができ、次いで、新たな曲線から、ユーザ500とMD520との
間の距離を判定することができる。
【００２３】
　図6は、別の実装形態による、ユーザに相対したモバイルデバイス520の様々な位置を表
す画像である。MD520の位置が、ユーザ500に近い領域の辺りをランダムに動かされるとき
、MD520は、たとえば、反射強度を繰返し測定することによって、図4に示すピーク値423
など、IR検出器によって受信された反射信号の強度のピークを判断することができる。た
とえば、モーション630の結果、MD520は、ユーザ500の頭、耳、または顔により近く、よ
り接近してランダムに動き得る。そのような状況は、たとえば、ユーザが長い期間、たと
えば1分以上、セル電話で話すときに起こり得る。モーション630の間、MD520は、複数の
測定を実施して、IR検出器によって受信された反射信号の強度のピークを判断することが
できる。上述したように、IR検出器によって受信された反射信号の強度のピークの値は、
新たな参照曲線を算出するのに使うことができ、新たな曲線から、ユーザ500とMD520との
間の距離を判定することができる。もちろん、そのようなユーザのアクションまたはMDの
モーションは例にすぎず、特許請求する主題はこの点について限定されない。
【００２４】
　図7は、一実装形態による、参照曲線を推定するためのプロセス700の流れ図である。た
とえば、プロセス700は、ピーク値423および参照曲線420または430などの記憶された参照
曲線を使って、参照曲線425を生成または推定するのに使うことができる。プロセス700は
、いくつかの条件またはイベントのうちのどれにも応答して開始され得る。具体的には、



(10) JP 5808493 B2 2015.11.10

10

20

30

40

50

ユーザがMDを、比較的離れた位置からユーザの頭または顔の近くに置く(またはその反対)
ことを伴うアクションは、たとえば、MDを新たな参照曲線で初期化するためのプロセス70
0を実施するために有用であり得る。また、たとえば、プロセス700を時々、またはユーザ
の変化に合わせて実施することが望ましい場合がある。特定の一実装形態では、MDは自動
的に、およびユーザの関与なしで、700を実施し得る。対照的に、別の特定の実装形態で
は、ユーザが、参照曲線を推定するためのプロセス(たとえば、後で論じるプロセス800)
を開始してよい。プロセス700を開始する一例がブロック710に記述され、ここでMDが、通
話を受信し、または行う。たとえば、通話を受信したMD520は、図5に示すように、ユーザ
500に、MD520を位置530から取り上げ、MD520をユーザの耳に持っていくよう促してよい。
別の例では、通話を行うユーザ500は、ユーザ500がMD520で電話番号をダイヤルし、次い
で、結果として起こる通話を聞く間、図6に示すように、MD520を、ユーザの頭または顔の
領域の辺りのモーション630で動かし得る。これらの例のうちのいずれにおいても、MD520
は、MD520のモーション中に、ユーザ500の頭および/または顔からの反射の複数の強度測
定値を取得することができる。上で説明したように、複数の強度測定を実施することによ
り、新たな参照曲線を推定する際に使用するためのピーク反射強度値の信頼できる判断が
可能になり得る。
【００２５】
　ブロック720で、MDが、反射面に比較的近いある場所から、反射面から比較的離れて動
かされるとき、MDは、IR検出器によって受信された反射信号の強度のピークを判断するた
めのプロセスを実施することができる。ブロック720でピーク反射強度を判断するための
プロセスの詳細については、図10に示すプロセス1020に関して後で論じる。ブロック730
で、MDは、ブロック720で判断されたピーク反射強度に少なくとも部分的に基づいて、新
たな参照曲線を推定するためのプロセスを実施することができる。そのようなプロセスの
詳細については、図9に示すプロセス930に関して後で論じる。
【００２６】
　図8は、別の実装形態による、MDについての参照曲線を推定するためのプロセス800の流
れ図である。たとえば、上述したプロセス700に関して、プロセス800は、ピーク値423お
よび参照曲線420または430などの記憶された参照曲線を使って、MDについての参照曲線42
5を推定または算出するのに使うことができる。プロセス800を、時々、または、たとえば
新たなユーザがMDを使うべきである場合に実施することが望ましい場合がある。参照曲線
を推定するためのプロセス800は、任意の数の条件またはイベントに応答して開始してよ
い。特定の一実装形態では、ブロック805でのように、ユーザが、MDのユーザインターフ
ェースによりプロセス800の開始を選択することによってプロセス800を開始してよい。ブ
ロック810で、ユーザがプロセス800の実施を選択したことに続いて、ユーザは、ユーザの
頭または顔から比較的離れている場所と、近い場所との間でMDを動かし得る。そのような
MDの動きの間、MDは、ユーザの頭および/または顔から反射された受信IR光の一連の強度
測定を実施することができる。上で説明したように、一連の反射強度測定を実施すること
により、新たな参照曲線を判断するのに使うことができるピーク反射強度値の判断が可能
になり得る。
【００２７】
　ブロック820で、MDが、反射面に比較的近いある場所から、反射面から比較的離れて動
いた結果、MDは、IR検出器によって受信された反射信号の強度のピークを判断するための
プロセスを実施することができる。ブロック820での、IR検出器によって受信された反射
信号の強度のピークを判断するためのプロセスの詳細については、図10に示すプロセス10
20に関して後で論じる。ブロック830で、MDは、ブロック820で判断されたピーク反射強度
に少なくとも部分的に基づいて、新たな参照曲線を推定するためのプロセスを実施するこ
とができる。そのようなプロセスの詳細については、図9に示すプロセス930に関して後で
論じる。
【００２８】
　図9は、一実装形態による、参照曲線を推定するためのプロセス930の流れ図である。た
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とえば、プロセス930は、たとえば、プロセス700のブロック730で、またはプロセス800の
ブロック830で実施されるプロセスと同様であり得る。プロセス930は、図4に示すピーク
値423および参照曲線420または430などの記憶された参照曲線を使って、参照曲線425を推
定または算出するのに使うことができる。特定の実装形態では、測定ピーク値は、プロセ
ス930より前に取得されていてよい。具体的には、そのような測定ピーク値は、たとえば
、プロセス700のブロック720で、またはプロセス800のブロック820ですでに判断されてい
てよい。ブロック933で、特定の参照曲線が、メモリに記憶されたいくつかの参照曲線か
ら選択され得る。たとえば、そのような特定の参照曲線は、「基線」反射面の特定の反射
率を使って、MDの製造における較正プロセス中に推定または測定することができる。ある
記憶された参照曲線が、別の記憶された参照曲線の代わりに、新たな算出参照曲線を判断
するのに使われてよい。上で説明したように、ある、または別の記憶された参照曲線を使
うという決定は、どの記憶された参照曲線が、測定ピーク値のものとより厳密に一致する
ピーク値を有するかに少なくとも部分的に基づき得る。そのような決定により、新たな算
出参照曲線の正確さを向上させることが可能になり得る。ブロック936で、MDは、選択さ
れた参照曲線のピーク値と、測定されたピーク値の比を判断することができる。そのよう
な比または商は、ブロック939でのように、新たな参照曲線を算出するために、選択され
た参照曲線をスケーリングするのに使うことができる比例定数を含み得る。たとえば、図
4を参照すると、MDは、選択された参照曲線420のピーク値410と、測定されたピーク値423
の比を判断することができる。もちろん、参照曲線を推定するためのプロセス930のその
ような詳細は例にすぎず、請求する主題はそのように限定されない。
【００２９】
　図10は、一実装形態による、IR検出器によって受信された反射信号の強度のピーク値を
判断するためのプロセス1020の流れ図である。IR検出器によって受信された反射信号の強
度のピーク値は、上で説明したように、反射面に比較的近いある場所から、反射面から比
較的離れてMDが動かされるときに一連の反射強度測定を実施することによって判断するこ
とができる。図3に戻ると、ADC335は、反射強度のアナログ検出器信号を、プロセッサ310
に与えられるデジタルADC信号に変換するのに使うことができる。一実装形態では、プロ
セッサ310がプロセス1020を実施し得るが、請求する主題はそのように限定されない。変
数「peakADC」が、プロセス1020でプロセッサ310によって実行されるアプリケーションに
おいて使われ得る。ブロック1025で、peakADCはゼロに初期化され得る。ブロック1030で
、IRエミッタ320は、IR信号を発するようにアクティブ化されてよく、IR信号は続いて、
反射面によって反射され得る。ブロック1035で、発生されたIR信号の一部分の反射強度は
、IR検出器330によって検出することができ、検出器330は、反射強度を電気信号に変換す
ればよい。ADC335は次いで、電気(アナログ)信号をADC信号に変換すればよく、ADC信号は
、上述したようにプロセッサ310に与えられ得る。ブロック1040で、変数「tempADC」には
、ブロック1035で測定されたADC信号に等しい値が割り当てられ得る。ブロック1045で、I
Rエミッタ320は非アクティブ化されてよい。ダイヤモンド1050で、変数tempADCが変数pea
kADCよりも大きいかどうかに関して判断を行うことができる。大きい場合、プロセス1020
はブロック1055に進んでよく、ここで変数peakADCには、変数tempADCの値が割り当てられ
得る。プロセス1020は次いで、ダイヤモンド1060に進んでよい。ただし、変数tempADCが
変数peakADCよりも大きくない場合、プロセス1020はダイヤモンド1060に進んでよく、し
たがってブロック1055を迂回する。ダイヤモンド1060で、最終ピーク値が判断されている
かどうかに関して判断を行うことができる。そのような判断は、たとえば、プロセス1020
が、ブロック1055で変数peakADCを割り当て直すことなくダイヤモンド1050を循環した回
数に少なくとも部分的に基づき得る。したがって、ピーク値がまだ判断されていない場合
、プロセス1020はブロック1030に戻ってよく、ここでエミッタ検出器サイクルが繰り返さ
れ得る。ただし、ピーク値が判断されている場合、プロセス1020は終わってよい。そのよ
うなピーク値は次いで、プロセス930において、上述したように、新たな参照曲線を推定
するのに使うことができる。もちろん、ピーク反射強度値を判断するためのプロセス1020
のそのような詳細は例にすぎず、請求する主題はそのように限定されない。
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【００３０】
　本明細書で説明された方法は、特定の特徴または例による適用例に応じて、様々な手段
によって実装され得る。たとえば、そのような方法は、ハードウェア、ファームウェア、
ソフトウェアまたはそれらの組合せで実施できる。ハードウェア実装では、たとえば、処
理ユニットは、1つもしくは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)、デジタル信号プロセッ
サ(DSP)、デジタル信号処理デバイス(DSPD)、プログラマブルロジックデバイス(PLD)、フ
ィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、特殊目的コンピューティングデバイス、プ
ロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、
本明細書で説明された機能を実行するように設計された他のデバイスユニット、またはこ
れらの組合せの中で実装され得る。
【００３１】
　ファームウェアまたはソフトウェア実装の場合、方法は、本明細書で説明する機能を実
施するモジュール(たとえば、プロシージャ、関数など)を用いて実装され得る。本明細書
で説明する方法を実施する際に、機械可読命令を有形に具現化する任意の非一時的記憶媒
体を使用してもよい。たとえば、ソフトウェアコードは、メモリ、たとえば移動局のメモ
リに記憶され、プロセッサによって実行され得る。メモリは、プロセッサの内部またはプ
ロセッサの外部に実装され得る。本明細書で使用する「メモリ」という用語は、長期メモ
リ、短期メモリ、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、または他のメモリのいずれかのタイプ
を指し、メモリの特定のタイプまたはメモリの数、あるいはメモリが記憶される媒体のタ
イプに限定されない。
【００３２】
　特定の実施形態を説明したが、請求する主題は、特定の実施形態または実装形態の範囲
に限定されないことも、当然理解されよう。たとえば、一実施形態は、前述のように、デ
バイスまたはデバイスの組合せの上に実装されるなど、ハードウェア内にあってよい。同
様に、請求する主題はこの点について限定されないが、一実施形態は、たとえば、上述の
ように、1つまたは複数の記憶媒体など、1つまたは複数の物品を備え得、記憶媒体は、た
とえば、特定のもしくは特別な目的のシステムもしくは装置によって実行される場合に、
たとえば前述の実施形態のうちの1つなど、実行されている、請求する主題による方法の
一実施形態をもたらし得る命令を、その記憶媒体上に記憶されている。可能性のある一例
として、特定のまたは特別な目的のコンピューティングプラットフォームは、1つまたは
複数の処理ユニットもしくはプロセッサ、ディスプレイ、キーボードもしくはマウスなど
の1つまたは複数の入出力デバイス、スタティックランダムアクセスメモリ、ダイナミッ
クランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリなどの1つまたは複数のメモリ、またはハ
ードドライブを含み得るが、やはり、請求する主題はこの例に対する範囲に限定されない
。
【００３３】
　前述の説明では、請求する主題の様々な態様が説明された。説明のために、具体的な数
、システム、または構成が、請求する主題の完全な理解を与えるために記載された。しか
し、請求する主題がこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることは、本開示の利益を有
する当業者には明らかであろう。他の例では、当業者が理解するであろう特徴は、請求す
る主題を不明瞭にしないために、省略されるかまたは簡素化されている。いくつかの特徴
が本明細書で例示または説明されたが、今や、当業者は、多くの改変、代替、変更、また
は等価物に想到し得る。それゆえ、添付の特許請求の範囲は、請求する主題の真の趣旨の
中に入るように、すべてのそのような改変または変更を包含することが意図されているこ
とを理解されたい。
【符号の説明】
【００３４】
　　210　モバイルデバイス、MD
　　220　ディスプレイ
　　225　キーパッド
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　　240　近接センサ
　　243　エミッタ
　　246　検出器
　　300　モバイルデバイス、MD
　　310　プロセッサ
　　315　メモリ
　　320　IRエミッタ
　　325　IR信号
　　328　反射信号
　　330　IR検出器
　　335　アナログデジタル変換器(ADC)
　　340　反射面、表面
　　520　モバイルデバイス、MD

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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